
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 「消防用設備等の設置及び維持に関する特例基準について」（平成１３年３月３０日付

け１３消導第７４号）第１８に定める、基準適用の手続きを必要としないものについて、

下記により取扱うこと。 

 

記 

 

１ 第 ８ 屋内消火栓設備に対する特例 

２ 第 ９ スプリンクラー設備に対する特例（４、６及び７を除く。） 

３ 第９の２ 泡消火設備に対する特例 

４ 第 10 不活性ガス消火設備等に対する特例（２を除く。） 

５ 第 11 自動火災報知設備に対する特例（１⑴、３及び４を除く。） 

６ 第 13 放送設備に対する特例 

７ 第 13 の２ 非常警報設備に対する特例 

８ 第 14 避難器具に対する特例 

９ 第 15 誘導灯及び誘導標識に対する特例（３⑴を除く。） 

10 消防用設備等技術基準（設備編）に定める特例を適用する場合 

▮ 


